
14 地域に根ざした就労の実践報告 

－地域の小規模事業所の実習協力から雇用に至った関係づくりについて－ 
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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

 昨年度から当センター近隣の事業所（地元野菜直売所）の協力を得て、センター外職場体験実

習（以下、実習）を定期的に実施している（昨年度発表）。この実習の可能性として、接客・販売・

農業関係での地域に根ざした就労の可能性があると考えていた。この度、実習先事業所が新たに

農業生産法人（株式会社）を設立し、実習体験者の内１名（Ｓさん）を採用した。 

実習準備期から採用に至るまでの事業所との関係づくりについて紹介する。 

２２２２．．．．実習準備期実習準備期実習準備期実習準備期からからからから農業生産法人設立農業生産法人設立農業生産法人設立農業生産法人設立・・・・採用採用採用採用までのまでのまでのまでの経過経過経過経過    

【【【【実習準備期実習準備期実習準備期実習準備期】】】】    

①「障害者施設への不信の払拭」：平成２０年７月。近隣に在住のＴ氏から地元農家で栽培した野

菜を直接販売するとの話を伺い、実習先として利用させていただく相談を行った。Ｔ氏から地元

農家の障害者農業体験の失敗体験を話される。就労移行支援や実習の目的を説明し理解を得るの

に時間を要した。また、センター職員が実際の作業を体験し、実習作業内容の整理、利用者の障

害像や対応方法、作業用の自助具を作成するなど実習方法について何度も相談を行った。 

②「実習先の不安解消」：平成２２年２月、野菜直売所で２名（２日間）の実習の試行をお願いし

た。試行では、センター職員が利用者に付き実際の対応方法を従業員（生産者・パート社員）が

観察した。結果、次年度からの実習実施の了解が得られた。 

【【【【実習実習実習実習のののの運営期運営期運営期運営期】】】】 

③「従業員の対応の向上」：平成２２年度は５回延べ１２名実施。従業員は障害者への接し方や指

導に不慣れであった。実習者の状況に応じてセンター職員が付き添い支援をした。回数を重ねる

にしたがい、これまでの実習先では受け入れが難しかった重度な利用者の実施も可能となった。 

④平成２３年度は４回（５月・７月・９月・１１月）実施し述べ７名。 

【Ｓ【Ｓ【Ｓ【Ｓさんさんさんさん採用採用採用採用までのまでのまでのまでの経過経過経過経過】】】】    

⑤「再実習の対応」：平成２３年５月の実習後、Ｓさん（女性。２０歳。車椅子）に対して接客対

応は良いが、体調不良から実習４日の内１日の欠席があり体力面を再確認したいとの希望が出さ

れた。７月に再実習を実施し、通勤状況、一日を通しての体力、雨天時の屋外作業が確認された。

結果、雇用に向けて検討したいとの申し出があった。 

事業所は、これを契機に、地元野菜直売所を独立させ農業生産法人設立の準備を始めた。 

⑥「障害者雇用の不安解消」：事業所は障害者雇用が初めてであった。障害者雇用の助成制度やハ

ローワークへの求人登録等の相談を受けた。 

⑦「一人暮らしための準備」：事業所から生活の安定を求められた。就労に向けた生活習慣の見直

しを行い体調管理指導、生活のための準備練習（家計簿・自炊・買い物等）、アパート探し、住宅

改造申請等を行った。また、就労支援センター・生活相談支援事業所との連携体制を整えた。 

⑧「就労状況の確認」：平成２３年１０月からセンター宿舎より通勤するトライアル雇用開始。事

業所訪問し職場定着支援を行った。結果、１ヶ月が経過し就労継続に問題無しとの判断をもらう。

１０月末でセンターの契約終了。１１月から一人暮らしをして就労を継続している。 

⑨「後支援」：職場定着支援は引き続き行っている。 

３３３３．．．．まとめまとめまとめまとめ    

昨今の厳しい社会情勢のなか、法定雇用率の達成義務のない小規模事業所が農業生産法人を設

立し障害者雇用に取り組んだ。地域に根ざした障害者就労のモデル的な存在となることを期待し

ている。センター近隣の事業所に対して細やかな職場定着支援が行えたことが信頼関係を築き、

就労へ繋がった一因と考える。今後も信頼の得られる就労移行支援事業所とし地域（所沢）との

連携作りに努めていきたい。 


